
別表 ［ＦＥＮＩＣＳⅡ ビジネスＷｉ－Ｆｉサービス］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワーク

サービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、甲のアクセスポイント（以下「ＡＰ」という）の管理、ならびにパソコンおよびスマートフォン（以下「端末等」という）か

らＩＥＥＥにより定められた通信規格（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ）を満たした甲専用の無線ＬＡＮにより、甲のＡＰを経由して、甲が別

途用意した甲専用の閉域ＩＰネットワークへ接続（以下「本件接続」という）する際の端末等の認証を利用できるようにするネットワークサービスです。 

 

ＦＥＮＩＣＳⅡ ビジネスＷｉ－Ｆｉサービス 

│ 

├─基本サービス 

｜  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 

｜  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 追加２００ 

｜  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ アクセスポイント管理 

｜  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 ＩＤ認証 

｜  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証 

│  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 ユニバーサルコネクト認証連携 

│  ├──ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携 

｜  └──ビジネスＷｉ－Ｆｉ ゲストアクセスインターネット接続 

｜ 

└─オプションサービス 

    ├──レンタルアクセスポイントサービス 

    └──ロケーション情報活用Ｗｅｂサービス 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

（１）本ネットワークサービスの提供にあたっては、甲において専用の閉域ＩＰネットワークが準備されていることが前提であるため、別途甲と乙との間に 

おいて「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮプラス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビ

ジネスＶＰＮサービス 基本サービス」、「ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰ 基本サービス」または「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔ  基本サービ

ス」のうち、いずれかのネットワークサービスの提供に関する契約がなされているものとします。また、あわせて「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤ

ーコネクト（レイヤー２モード利用時）」または「ＦＥＮＩＣＳビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔ  基本サービス」の場合は「ＩＰ接続ＧＷ３」の契約が、

「ＦＥＮＩＣＳビジネスＶＰＮサービス 基本サービス」または「ビジネスＶＰＮプラス 基本サービス」の場合は「オプションインフラ接続」の契約

が、それぞれ別途必要となります。 

（２）本ネットワークサービスは、基本サービスとオプションサービスにより構成されます。基本サービスのうち「ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービスおよ

び「ビジネスＷｉ－Ｆｉ アクセスポイント管理」の契約が必須となります。また、本件接続時の認証方法に応じて、「ビジネスＷｉ－Ｆｉ  イントラ

ネット接続 ＩＤ認証」、「ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証」または「ビジネスＷｉ－Ｆｉ ゲストアクセスインターネット接

続」の契約が必須となります。 

（３）甲は、本ネットワークサービスを利用するにあたり、甲自らまたは「ビジネスＷｉ－Ｆｉ レンタルアクセスポイント」を利用して、ＡＰを用意し、 

本ネットワークサービスの利用期間中、当該ＡＰを通信可能な状態に維持するものとします。なお、当該ＡＰは乙が指定したものに限るものとします。 

（４）甲は、「ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証」を利用するにあたり、乙が運営する公開鍵証明書認証局（以下「ＦＥＮＩＣＳ認証

局」という）の公開鍵を含む認証局ディジタル証明書（以下「認証局証明書」という）およびＦＥＮＩＣＳ認証局が発行するクライアント用ディジタル

証明書（以下「デバイス証明書」といい、認証局証明書とあわせて「証明書」という）を、乙が指定するダウンロードサイト（以下「ダウンロードサイ

ト」という）よりダウンロードし、自己の責任と費用負担で端末等にインストールするものとします。  

（５）「ビジネスＷｉ－Ｆｉ ユニバーサルコネクト認証連携」を利用するにあたっては、「ＦＥＮＩＣＳⅡ ユニバーサルコネクト 基本サービス」の提

供に関する契約を締結していることを前提とするものとします。  

（６）甲は、「ビジネスＷｉ－Ｆｉ ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携」を利用するにあたり、認証情報を管理する設備（以下「認証設備」という）を準備す

るとともに、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社の提供するＡｃｔｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙの利用に関する所定の準備作業を実施するものとします。  

（７）甲は、「ロケーション情報活用Ｗｅｂサービス」を利用するにあたり、ＡＰ設置場所を特定するための地図情報（以下「フロアマップ」という）を事

前に提供するものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）基本サービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲のＡＰの状態を遠隔的に把握するためのネットワークサービス用電気通信設備（以下「ＡＰ管理用設備」という）、および甲が「ビジネス 

Ｗｉ－Ｆｉ イントラネット接続 ＩＤ認証」、「ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証」または「ビジネスＷｉ－Ｆｉ ゲストアクセ

スインターネット接続」を利用して認証を行うためのネットワークサービス用電気通信設備（以下「認証用設備」という）を準備するとともに、所定の準

備作業を実施します。 

 ｂ．利用サービス 

  乙は、ＡＰ管理用設備および認証用設備を継続して維持します。ただし、本ネットワークサービスの対象とすることができるＡＰの数は２００台まで 

（以下「ＡＰ上限数」という）とします。 

（２）基本サービス 追加２００ 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲が以下ｂ．のサービスを利用できるようにするために、所定の準備作業を実施します。 

 ｂ．利用サービス 

  乙は、前号ｂ．におけるＡＰ上限数を２００だけ増加させます。  

（３）アクセスポイント管理サービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、ＡＰ管理用設備に対して甲の１台のＡＰの設定情報を登録するとともに、当該ＡＰからＡＰ管理用設備への接続権限を付与するものとします。 

 ｂ．利用サービス 

  乙は、ＡＰ管理用設備により、ＡＰ管理用設備に登録された１台のＡＰの通信状態の管理および監視を継続的に実施します。  

（４）イントラネット接続 ＩＤ認証サービス 

  乙は、乙が発行したＩＤおよびパスワードが入力された端末等のみが甲専用の閉域ＩＰネットワークに接続できるように、接続要求時にＩＤおよびパス

ワードの照合による正当性の確認を行います。 

（５）イントラネット接続 証明書認証サービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲が以下ｂ．の利用サービスを利用できるよう、ＦＥＮＩＣＳ認証局を準備し、甲専用の閉域ＩＰネットワークに接続するものとします。また、

乙は、ＦＥＮＩＣＳ認証局で署名された証明書を甲に提供するものとします。なお、証明書の発行枚数に制限はないものとします。 

 



 ｂ．利用サービス 

  乙は、ＦＥＮＩＣＳ認証局で署名されたデバイス証明書をインストールした端末等のみが甲専用の閉域ＩＰネットワークに接続できるように、接続要求

時に認証装置（以下「証明書認証ゲートウェイ」という）にて証明書による正当性の確認を行います。  

ｃ．証明書の有効期限について 

  本ネットワークサービスにおける証明書の有効期限は以下のとおりとします。有効期限を過ぎた証明書は当然に失効するものとします。甲は、証明書が

失効した場合において、本ネットワークサービスを継続使用する場合は、有効期限前に証明書を更新または再取得するものとします。  

ア．認証局証明書：２０年（更新可） 

イ．デバイス証明書：５年（更新不可） 

（６）ユニバーサルコネクト認証連携サービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲が以下ｂ．の利用サービスを利用できるよう、ＡＰ管理用設備に対して所定の準備作業を行います。  

 ｂ．利用サービス 

  乙は、「ＦＥＮＩＣＳⅡ ユニバーサルコネクト 基本サービス」にて提供されたＦＥＮＩＣＳ ＩＤおよびパスワードが入力された端末等のみが甲専

用の閉域ＩＰネットワークに接続できるように、接続要求時にＦＥＮＩＣＳ  ＩＤとパスワードの照合による正当性の確認を行います。 

（７）ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携サービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲が以下ｂ．の利用サービスを利用できるよう、ＡＰ管理用設備に対して所定の準備作業を行います。  

ｂ．利用サービス 

  乙は、甲の準備するＡｃｔｉｖｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙに登録されているユーザＩＤおよびパスワードが入力された端末等が甲専用の閉域ＩＰネットワ

ークに接続するにあたり、正当性の確認を行う認証設備へ当該端末等からの接続要求を中継します。 

（８）ゲストアクセスインターネットゲートウェイサービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、甲が別途提供するネットワークサービスを利用して甲の端末等からＡＰを経由してインターネットへ接続する際に、当該端末等の認証を行うため

のゲートウェイ（以下「ゲストアクセスインターネットゲートウェイ」という）を準備するとともに、所定の準備作業を実施します。 

 ｂ．利用サービス 

乙は、別途提供するネットワークサービスを利用して甲の端末等がＡＰを経由してインターネットへ接続できるように、接続要求時にゲストアクセスイ

ンターネットゲートウェイにより正当性の確認を行います。  

（９）設定変更サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを利用するにあたり登録・設定等された情報（以下のものを含むが、これに限られない）に変更があった場合、別途

甲と合意した作業を実施します。 

  ａ．ＡＰ毎に設定している周波数帯、チャネル、電波出力強度、アドレス情報  

ｂ．ＡＰ毎に設定している認証方式 

ｃ．認証方式毎に設定しているＳＳＩＤの文字列、ＳＳＩＤステルス要否 

ｄ．ゲストアクセスインターネット接続のＷＰＡ２パーソナルに設定しているパスワード 

（１０）レンタルアクセスポイントサービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、以下ｂ．により甲に貸与するＡＰを準備し、所定の準備作業を行います。 

 ｂ．利用サービス 

  乙は、乙所定のＡＰを甲に対して貸与するとともに、ＡＰ管理用設備に登録された設定情報を管理するものとします。  

（１１）ロケーション情報活用Ｗｅｂサービス 

 ａ．初期サービス 

  乙は、以下ｂ．の利用サービスを利用できるよう、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対し乙所定の準備作業を行います。  

 ｂ．利用サービス 

  乙は、乙の管理するＡＰの利用可能な範囲内（以下「ＡＰ利用可能圏内」という）にある端末設備のＭＡＣアドレスを収集し、当該ＭＡＣアドレスから

生成される以下の情報を別途乙が提供するＷｅｂサイト（以下「閲覧サイト」という）上で閲覧する機能を提供するものとします。 

 ・各ＭＡＣアドレスのＡＰ利用可能圏内へ進入した回数、およびＡＰ利用可能圏内に滞在した平均時間 

 ・フロアマップ上にあるＭＡＣアドレスの位置情報 

 ｃ．フロアマップ登録サービス 

  乙は、甲より提示のあったフロアマップを閲覧サイト上で閲覧できるよう、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対し乙所定の準備作業

を行います。 

 ｄ．ＡＰ登録サービス 

  乙は、フロアマップ上に乙の管理するＡＰの設置状況を閲覧サイト上で閲覧できるよう、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備に対し乙所

定の準備作業を行います。 

 

５．本ネットワークサービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける利用サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は利用サービスの提供を中断

することができるものとします。また、ＦＥＮＩＣＳ認証局は、土曜日０時から４時までの間、設備の維持管理のために休止するものとし、この間、証明書

のダウンロードはできません。 

 

６．本ネットワークサービス障害受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける利用サービスのサポート受付時間帯は、２４時間３６５日とします。 

 

７．本ネットワークサービス障害対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける利用サービスのサポート対応時間帯は、２４時間３６５日とします。 

 

８．料金月 

 本ネットワークサービスは、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日を料金月とします。 

 

９．証明書の取扱 

（１）本ネットワークサービスにより提供される証明書は、本ネットワークサービスの利用するために提供されるものであり、甲は、証明書を他の目的に使

用しないものとします。甲が証明書を他の目的に使用したことにより甲または第三者が損害を被った場合であっても、乙は、なんら責任を負わないもの

とします。 

（２）甲は、証明書を、本ネットワークサービスを利用する者以外の第三者に提供しないものとします。 

 

１０．ＭＡＣアドレス情報の取扱 

甲は、「ロケーション情報活用Ｗｅｂサービス」を利用するにあたり、「個人情報の保護に関する法律」その他関係する法令等に沿ってＭＡＣアドレス情

報その他関係する情報を取り扱うものとします。 

 

 

 



１１．品目一覧 
本ネットワークサービスにおける品目は、以下のとおりとします。 

  
 

品名 
 

 

   型名  

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 初期費 
 

 

ＮＳ２９０００Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（一括払） 
 

 

 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 追加２００ 

初期費 
 

 
ＮＳ２９００１Ｓ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 式 

 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ アクセスポイント管理 初期費 
 

 

ＮＳ２９００２Ｓ 

  

従量料金制（従量払） 
 

 

 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証 

初期費 
 

 
ＮＳ２９００３Ｓ 

 
証明書による認証環境の提供 

 
従量料金制（従量払） 

 
 

 
 式 

 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 ＩＤ認証 

初期費 
 

 
ＮＳ２９００４Ｓ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 ＩＤ 

 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 

ユニバーサルコネクト認証連携 初期費 
 

 
ＮＳ２９００８Ｓ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 式 

 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 

ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携 初期費 
 

 

 
ＮＳ２９００９Ｓ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 式 

 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ ゲストアクセスインターネット 
接続 初期費 

 

 

ＮＳ２９００５Ｓ 

  

 従量料金制（一括払） 
 

 

 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ ロケーション情報活用ＷＥＢ  
基本サービス 初期費 

 

 

ＮＳ２９０１１Ｓ 

  

 従量料金制（従量払） 
 

 

 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ ロケーション情報活用ＷＥＢ  
マップ登録 初期費 

 

 

ＮＳ２９０１２Ｓ 

  

 従量料金制（従量払） 
 

 

 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ ロケーション情報活用ＷＥＢ  
アクセスポイント管理 初期費 

 

 

ＮＳ２９０１３Ｓ 

  

 従量料金制（従量払） 
 

 

 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ 設定変更費 

 

 
ＮＳ２９００７Ｓ 

 

アクセスポイント／管理・認証基盤の設定
変更時に必須 

 
 従量料金制（一括払） 
 

 
 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ レンタルアクセスポイント 
初期費 

 

 

ＮＳ２９００６Ｓ 

 

 

 

 従量料金制（従量払） 
 

 

 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 利用料 
 

 

ＮＳ２９０００Ｇ 

  

 従量料金制（月額払） 
 

 

 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ 基本サービス 追加２００ 

利用料 
 

 
ＮＳ２９００１Ｇ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 式 

 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ アクセスポイント管理 利用料 

 

 
ＮＳ２９００２Ｇ 

  
 従量料金制（従量払） 

 

 
 式 

 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 証明書認証 
利用料 

 

 
ＮＳ２９００３Ｇ 

 
証明書の利用 

 
 従量料金制（従量払） 
 

 
 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 
ユニバーサルコネクト認証連携 利用料 

 

 
ＮＳ２９００９Ｇ 

 
 

 
 従量料金制（従量払） 
 

 
 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ イントラネット接続 
ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携 利用料 

 

 
ＮＳ２９０１０Ｇ 

 
 

 
 従量料金制（従量払） 
 

 
 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ ゲストアクセスインターネット 
接続 利用料 

 

 
ＮＳ２９００５Ｇ 

  
 従量料金制（月額払） 
 

 
 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ ロケーション情報活用ＷＥＢ  
基本サービス 利用料 

 

 
ＮＳ２９０１１Ｇ 

 
 

 
 従量料金制（従量払） 
 

 
 式 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ ロケーション情報活用ＷＥＢ  
アクセスポイント管理 利用料 

 

 
ＮＳ２９０１３Ｇ 

 
 

 
従量料金制（従量払） 

 

 

 
 式 
 

 

 



 
 

品名 
 

 

   型名  

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

 
ビジネスＷｉ－Ｆｉ レンタルアクセスポイント 
タイプ１ 利用料  

 

 

 
ＮＳ２９００６Ｇ 

 

Ａｉｒｏｎｅｔ１６０２ｉシリーズ 

Ａｉｒｏｎｅｔ１７０２ｉシリーズ 
Ａｉｒｏｎｅｔ１８３２ｉシリーズ 

 
 従量料金制（従量払） 
 

 
 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ レンタルアクセスポイント 
タイプ２ 利用料 

 

 

ＮＳ２９００７Ｇ 

 

Ａｉｒｏｎｅｔ２６０２ｉシリーズ 
Ａｉｒｏｎｅｔ２７０２ｉシリーズ 
Ａｉｒｏｎｅｔ１８５２ｉシリーズ 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

 

 式 
 

 

ビジネスＷｉ－Ｆｉ レンタルアクセスポイント 
タイプ３ 利用料  

 

ＮＳ２９００８Ｇ 

 

Ａｉｒｏｎｅｔ３６０２ｉシリーズ 
Ａｉｒｏｎｅｔ３７０２ｉシリーズ 
Ａｉｒｏｎｅｔ２８０２ｉシリーズ 

 

従量料金制（従量払） 
 

 

 

 式 
 

 
 
［変更内容］ 
（２０１４年７月２８日）本別表を適用します。 
（２０１５年１月１３日）ユニバーサルコネクト認証連携、ＡＤ（Ｒａｄｉｕｓ）認証連携を追加します。  
（２０１５年７月２２日）レンタルアクセスポイントの対応機種を修正しました。  
（２０１５年１２月２８日）ロケーション情報活用Ｗｅｂサービスを追加します。  
（２０１９年４月１日）レンタルアクセスポイントの対応機種を修正しました。  
 
［凡例］ 
本別表では、以下の略称を用いています。 
 

 

略 称  
 

 

名 称  
 

 

 Ｗｉ－Ｆｉ 
 

 

 ｗｉｒｅｌｅｓｓ ｆｉｄｅｌｉｔｙ 

 

 ＩＥＥＥ  
 

 

 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ 
 

 

 ＬＡＮ  
 

 

 ｌｏｃａｌ ａｒｅａ ｎｅｔｗｏｒｋ 

 

 ＩＰ  
 

 

 ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 ＶＰＮ  
 

 

 ｖｉｒｔｕａｌ ｐｒｉｖａｔｅ ｎｅｔｗｏｒｋ 
 

 

 ＩＤ  
 

 

ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｄａｔａ 
 

 

 ＷＰＡ２  
 

 

 Ｗｉ－Ｆｉ Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ Ａｃｃｅｓｓ ２  

 

 ＳＳＩＤ 
 

 

 ｓｅｒｖｉｃｅ ｓｅｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ 
 

 

 ＭＡＣ  
 

 

Ｍｅｄｉａ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ 
 

 
 
 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｎｏ．Ｎ０２Ｏ８ 
 


